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１月12日（火）まで

本年最初の給与支
給日の前日まで

２月１日（月）
（１月末日が休日の
ため）

①　源泉所得税および特別徴収住民税の納付（平成27年12月分）

②　給与所得者の扶養控除等申告書の提出

③　給与支払報告書の提出（給与の支払者を経由して受給者の所轄税務署長）
④　源泉徴収票・支払調書の提出および交付（所轄税務署長および受給者）
⑤　固定資産税の償却資産申告書の提出
⑥　法人の確定申告、納付、延納の届出（平成27年11月期分）
法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人事業所税・法人住民税

⑦　申告期限延長承認法人の確定申告
１カ月延長法人（平成27年10月期）
２カ月延長法人（平成27年９月期）
⑧　消費税確定申告（１カ月ごと）（11月期）
⑨　消費税確定申告（３カ月ごと）（２、５、８、11月期）
⑩　法人の中間申告（半期・５月期）
法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税

⑪　法人消費税の中間申告納付
直前期年税額4,800万円超のとき
１カ月ごと（11月期を除く）
直前期年税額400万円超のとき
３カ月ごと（２、５、８月期）

①　年末調整による過不足税額を調整した源泉徴
収税額で納付する。

④　支払調書は原稿料、著作権使用料、税理士、弁
護士、投資助言業務、プロ選手報酬等

⑤　１月１日現在の償却資産
⑥～⑪　法人の事業年度（課税期間）終了日は各月
末日とする。

今月の税務
日　付 項　目 備考・コメント

（付記）　平成28年１月１日以降に開始する事業年度（課税期間）に係る申告書、提出する届出書、確定する支払に係る支払調書等にはマイナンバー（個人・
法人）を記載することとされた。なお、法人番号は公表されるが、個人番号は特定個人情報とされ、その取扱いに留意する必要がある。

会
　
　
計

税
効
果
会
計
の
税
率
適
用
指
針

案
、公
表
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

去
る
12
月
４
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
３
２
５
回
企
業
会
計
基

準
委
員
会
を
開
催
し
た
。

新
規
テ
ー
マ
提
言
へ
の
対
応

前
回
の
委
員
会
で
基
準
諮
問
会
議

か
ら
提
言
を
受
け
た
次
の
２
つ
の

テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
も
新
規

テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
が

事
務
局
か
ら
提
案
さ
れ
た
。

①
　
公
共
施
設
等
運
営
権
に
係
る
会

計
上
の
取
扱
い

②
　
確
定
給
付
企
業
年
金
の
新
た
な

し
く
み
で
あ
る「
リ
ス
ク
分
担
型
Ｄ

Ｂ（
仮
称
）」に
係
る
会
計
処
理

な
お
、
①
に
つ
い
て
は
実
務
対
応

専
門
委
員
会
、
②
に
つ
い
て
は
退
職

給
付
専
門
委
員
会
に
お
い
て
対
応
す

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

税
効
果
―
繰
延
税
金
資
産
の
回
収

可
能
性

こ
れ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
、
回

収
可
能
性
適
用
指
針
の
公
開
草
案
に

対
す
る
コ
メ
ン
ト
へ
の
対
応
等
に
つ

い
て
、
事
務
局
案
が
示
さ
れ
審
議
が

行
わ
れ
た
。

公
開
草
案
の
21
項
等
で
用
い
ら
れ

て
い
た「
合
理
的
に
説
明
で
き
る
場

合
」と
い
う
表
現
に
つ
い
て
は
、
前

回
同
様「
企
業
が
合
理
的
な
根
拠
を

も
っ
て
説
明
す
る
場
合
」に
置
き
換

え
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
。

適
用
初
年
度
の
期
首
の
影
響
額
の

取
扱
い
に
つ
い
て
も
、
前
回
同
様
、

適
用
指
針
の
適
用
に
お
け
る
会
計
方

針
の
変
更
の
範
囲
を
特
定
し
、
当
該

項
目
を
適
用
す
る
こ
と
で
会
計
処
理

が
異
な
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、

適
用
初
年
度
の
期
首
の
影
響
額
を
利

益
剰
余
金
に
計
上
す
る
も
の
と
す
る

方
法
が
示
さ
れ
た
。

ま
た
、
公
開
草
案
ど
お
り
、

２
０
１
６
年
３
月
期
か
ら
の
早
期
適

用
を
認
め
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
。

委
員
か
ら
は
、「
２
０
１
６
年
３
月

期
の
早
期
適
用
を
考
え
る
と
時
間
的

制
約
も
あ
る
」な
ど
の
声
も
聞
か
れ
、

お
お
む
ね「
審
議
を
尽
く
し
た
結
果

で
あ
り
事
務
局
提
案
に
賛
成
す
る
」

と
の
意
見
で
あ
っ
た
。

次
回
の
委
員
会（
12
月
25
日
開
催

予
定
）で
公
表
議
決
の
予
定
。

税
効
果
―
適
用
す
る
税
率

こ
れ
ま
で
の
審
議
を
踏
ま
え
、
企

業
会
計
基
準
適
用
指
針
公
開
草
案

「
税
効
果
会
計
に
適
用
す
る
税
率
に

関
す
る
適
用
指
針（
案
）」の
文
案
が

事
務
局
か
ら
提
案
さ
れ
、
出
席
委
員

全
員
の
賛
成
で
公
表
が
承
認
さ
れ

た
。
な
お
、
適
用
指
針
案
は
12
月
10

日
に
公
表
さ
れ
て
お
り
、
コ
メ
ン
ト

提
出
期
限
は
２
０
１
６
年
２
月
10

日
。
２
０
１
６
年
３
月
期
か
ら
適
用

さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

税
効
果
会
計
に
適
用
す
る
税
率

は
、
現
在
は
公
布
日
基
準
と
さ
れ
て

い
る
が
、
適
用
指
針
案
は
成
立
日
基

準
に
改
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
税
率
改
正
の
際
に
も

論
点
と
な
っ
た
、「
地
方
税
法
等
を
改

正
す
る
た
め
の
法
律
が
成
立
し
て
い

る
が
、
改
正
地
方
税
法
等
を
受
け
た

改
正
条
例
が
成
立
し
て
い
な
い
場
合
」

に
お
け
る
超
過
課
税
に
よ
る
税
率
に

つ
い
て
は
、「
改
正
地
方
税
法
等
に
規

定
さ
れ
て
い
る
標
準
税
率
に
、
決
算

日
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
条
例
に
規

定
さ
れ
て
い
る
超
過
課
税
に
よ
る
税

率
が
改
正
直
前
の
地
方
税
法
等
の
標

準
税
率
を
超
え
る
差
分
を
考
慮
す
る

税
率
」と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、

当
該「
差
分
を
考
慮
す
る
税
率
」の
算

定
は
、
原
則
と
し
て
、
次
の
い
ず
れ
か

の
方
法
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

①
　
改
正
地
方
税
法
等
に
規
定
さ
れ

て
い
る
標
準
税
率
に
、決
算
日
に
お

い
て
成
立
し
て
い
る
条
例
に
規
定

さ
れ
て
い
る
超
過
課
税
に
よ
る
税

率
が
改
正
直
前
の
地
方
税
法
等
の

標
準
税
率
を
超
え
る
数
値
を
加
え

て
算
定
す
る
。

②
　
改
正
地
方
税
法
等
に
規
定
さ
れ

て
い
る
標
準
税
率
に
、決
算
日
に
お

い
て
成
立
し
て
い
る
条
例
に
規
定

さ
れ
て
い
る
超
過
課
税
に
よ
る
税

率
に
お
け
る
改
正
直
前
の
地
方
税
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フラッシュ

グローバル会計
の視点

グローバル会計
の視点

東芝の教訓
パート2
内部通報

東芝の教訓
パート2
内部通報

民
族
国
家
」と
い
え
る
日
本
で
は
、

他
人
を
信
じ
な
い
度
合
い
が
違
い
、

ま
た
米
国
は「
司
法
取
引
」と
い
う
制

度
も
存
在
し
て
い
る
国
柄
で
あ
る
。

以
前
に
も
こ
の
コ
ラ
ム
で
触
れ
た

が
、
内
部
通
報
制
度
の
先
進
国
で
あ

る
米
国
で
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
へ
の
通
報
者

に
報
奨
金（
１
０
０
万
ド
ル
を
超
え

る
徴
収
金
が
発
生
し
た
場
合
の
み
、

徴
収
金
の
10
％
～
30
％
）を
支
払
う

制
度
を
有
し
て
い
る
。
ま
た
、
通
報

者
の
80
％
以
上
が
Ｓ
Ｅ
Ｃ
へ
の
通
報

前
に
内
部
通
報
し
て
い
た
と
さ
れ
て

お
り
、
内
部
通
報
で
は
満
足
で
き
な

か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
い
知
れ
る
。

さ
ら
に
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、「
報
復
か
ら
の

保
護
」と「
秘
密
の
保
護
」を
重
要
な

方
針
と
し
て
掲
げ
て
お
り
、
実
際
に

通
報
者
に
報
復
し
た
と
さ
れ
る
会
社

に
罰
金
と
報
復
の
解
除
を
命
じ
て
い

る
。
一
方
、
日
本
で
は
、
報
復
人
事

に
関
す
る
訴
訟
が
発
生
し
て
お
り
、

報
復
人
事
が
行
わ
れ
る
可
能
性
を
示

し
て
い
る
。「
内
部
通
報
す
る
と
通
報

者
が
す
ぐ
に
わ
か
っ
て
し
ま
う
」、

「
通
報
し
て
も
握
り
つ
ぶ
さ
れ
る
」と

い
う
思
い
が
通
報
者
側
に
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
今
後
、
内
部
通
報
制
度
を

機
能
さ
せ
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の

思
い
を
ど
の
よ
う
に
し
て
払
拭
す
る

か
に
か
か
っ
て
い
る
が
、
少
な
く
て

も
通
報
者
の
名
前
が
漏
れ
る
こ
と
は

絶
対
に
避
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

長
谷
川　

茂
男（
中
央
大
学
専
門
職

大
学
院
特
任
教
授
）

て
お
り
、
ま
た
そ
の
他
の
情
報
を
追

加
し
て
総
合
的
に
考
え
る
と
２
つ

目
の
論
点
で
あ
る「
適
切
な
対
応
が

で
き
た
か
ど
う
か
」に
つ
い
て
懐
疑

的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
今
回

は
１
つ
目
の
論
点
に
注
目
す
る
。
つ

ま
り
、「
会
社
の
内
部
通
報
制
度
が

利
用
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
は
理

由
が
あ
る
は
ず
だ
が
、
そ
れ
は
東

芝
だ
け
の
理
由
だ
ろ
う
か
？
」と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

米
国
で
は
１
９
９
０
年
代
か
ら
、

特
に
エ
ン
ロ
ン
事
件
発
生
後
、
多

く
の
会
社
が「
内
部
通
報
制
度
」を

有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
日
本
で

は
、
２
０
０
２
年
に
日
本
経
済
団

体
連
合
会
が
内
部
通
報
制
度
の
導

入
を
奨
励
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
り
、

現
在
で
は
上
場
企
業
の
う
ち
過
半

数
の
企
業
が
導
入
し
て
い
る
と
想

定
さ
れ
る
。

日
本
と
米
国
で
は
、
メ
ン
タ
リ

テ
ィ
の
違
い
が
あ
る
こ
と
は
否
め

ず
、
そ
れ
は
内
部
通
報
制
度
に
も

影
響
を
与
え
て
い
る
だ
ろ
う
。「
多

民
族
国
家
」で
あ
る
米
国
と「
単
一

今
回
の
東
芝
事
件
の
き
っ
か
け

は
、
東
芝
の
内
部
の
人
間
に
よ
る
証

券
取
引
等
監
視
委
員
会
へ
の
通
報
で

あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
東
芝
は
内

部
通
報
制
度
を
有
し
て
い
る
し
、
ま

た
多
く
の
会
計
監
査
人
も
通
報
を
受

け
取
る
窓
口
を
用
意
し
て
い
る
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
証
券
取
引
等

監
視
委
員
会
へ
の
通
報
が
行
わ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
か
？　

開
示
さ
れ
て
い

る
情
報
か
ら
は
、
証
券
取
引
等
監
視

委
員
会
へ
の
通
報
の
前
に
東
芝
に
内

部
通
報
が
行
わ
れ
た
事
実
は
な
い
と

思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
東
芝
の
内
部

通
報
制
度
を
利
用
し
た
が
、
お
も
わ

し
い
結
果
が
得
ら
れ
な
い
の
で
、
証

券
取
引
等
監
視
委
員
会
へ
の
通
報
を

行
っ
た
の
で
は
な
く
、
最
初
か
ら
証

券
取
引
等
監
視
委
員
会
へ
の
通
報
が

行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

今
回
の
事
件
が
第
一
に
東
芝
の
内

部
通
報
制
度
を
利
用
し
て
行
わ
れ
適

切
に
対
応
さ
れ
て
い
れ
ば
、
異
な
っ

た
結
果
に
な
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ

る
。
過
去
の
状
況
が
白
日
の
下
に
さ

ら
さ
れ
た
こ
と
を
よ
か
っ
た
と
す
る

考
え
方
も
あ
る
が
、
企
業
本
来
の
自

浄
作
用
の
観
点
か
ら
は「
不
本
意
な

結
果
」と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

論
点
は
２
つ
あ
り
、
１
つ
目
は

「
な
ぜ
東
芝
の
内
部
通
報
制
度
が
利

用
さ
れ
な
か
っ
た
か
」で
あ
り
、
２

つ
目
は「
利
用
さ
れ
た
場
合
に
適
切

な
対
応
が
で
き
た
か
ど
う
か
」で
あ

る
。
本
件
は
か
な
り
長
期
に
わ
た
っ

会
　
　
計

権
利
確
定
条
件
付
き
有
償
新
株

予
約
権
の
内
容
等
の
理
解
深
め

る
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、実
務
対
応
専
門
委

法
等
の
標
準
税
率
に
対
す
る
割
合

を
乗
じ
て
算
定
す
る
。

な
お
、
い
ず
れ
の
方
法
で
も
、
結

果
と
し
て
得
ら
れ
た
税
率
が
、
改
正

地
方
税
法
等
に
規
定
さ
れ
て
い
る
制

限
税
率
を
超
え
る
場
合
は
、
当
該
制

限
税
率
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

去
る
12
月
10
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
79
回
実
務
対
応
専
門
委

員
会
を
開
催
し
た
。

今
回
は
、「
権
利
確
定
条
件
付
き
で

従
業
員
等
に
有
償
で
発
行
さ
れ
る
新

株
予
約
権（「
本
新
株
予
約
権
」）の
企

業
に
お
け
る
会
計
処
理
」の
検
討
に

あ
た
り
、
本
新
株
予
約
権
に
つ
い
て

よ
り
深
い
理
解
を
得
る
た
め
、
実
務

に
携
わ
る
㈱
プ
ル
ー
タ
ス
・
コ
ン
サ

ル
テ
ィ
ン
グ
の
報
告
を
も
と
に
、
議

論
が
な
さ
れ
た
。

主
な
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

発
行
目
的
等

本
新
株
予
約
権
の
発
行
目
的
は
、

発
行
企
業
の
役
員
お
よ
び
従
業
員

（「
役
職
員
」）等
の
財
産
形
成
の
促
進

が
一
般
的
で
あ
り
、
権
利
確
定
条
件

は
一
定
の
業
績
条
件
の
達
成
を
条
件

に
す
る
こ
と
で
、
株
式
の
希
薄
化
懸

念
を
払
拭
し
、
株
主
の
理
解
を
求
め

る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。

権
利
確
定
条
件

⑴
　
業
績
条
件

各
社
さ
ま
ざ
ま
な
設
定
を
し
て
い

る
が
、
特
定
の
事
業
年
度
の
業
績
目

標
を
達
成
す
る
こ
と
や
、
複
数
の
事

業
年
度
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
の
期
で

業
績
目
標
を
達
成
す
る
こ
と
等
が
挙

げ
ら
れ
、
設
定
内
容
は
前
記「
希
薄

化
懸
念
の
払
拭
」を
意
図
し
て
い
る
。

⑵
　
勤
務
条
件

「
新
株
予
約
権
者
は
権
利
行
使
時

に
当
該
企
業
ま
た
は
企
業
グ
ル
ー
プ

の
従
業
員
等
で
あ
る
こ
と
、た
だ
し
、

任
期
満
了
に
よ
る
退
任
、
定
年
退

職
、
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る
と

取
締
役
会
が
認
め
た
場
合
は
こ
の
限

り
で
な
い
こ
と
」の
条
件
が
付
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
多
い
の
は
、
従
来
の

無
償
新
株
予
約
権
の
発
行
要
項
に
基

づ
い
た
設
定
で
あ
り
、
特
段
の
意
図

は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
一
方
、
退
職

し
た
新
株
予
約
権
者
の
住
所
や
氏
名

等
の
管
理
に
お
け
る
煩
雑
さ
の
回
避

な
ど
、
新
株
予
約
権
者
管
理
の
点
を

考
慮
し
た
設
定
と
も
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
同
条
件
が
付
さ
れ
て
い
な

い
場
合
も
あ
り
、
そ
の
理
由
は
発
行

時
に
在
籍
す
る
役
職
員
を
対
象
に
す
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国
際
会
計

公
正
価
値
測
定
に
関
す
る
Ａ
Ｓ
Ｕ

案
、公
表
─
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ

貴社の景況判断BSI（「上昇」－「下降」社数構成比） ( 単位：％ポイント）●貴社の景況
27年10～12月期の「貴社の景況判断」ＢＳＩを全産業でみると、大企業、中堅企業
は「上昇」超、中小企業は「下降」超となっています。
先行きを全産業でみると、大企業は「上昇」超で推移する見通し、中堅企業は28年
4～6月期に「下降」超に転じる見通し、中小企業は「下降」超で推移する見通しと
なっています。
●国内の景況
27年10～12月期の「国内の景況判断」ＢＳＩを全産業でみると、大企業、中堅企業
は「上昇」超、中小企業は「下降」超となっています。 
先行きを全産業でみると、大企業、中堅企業は「上昇」超で推移する見通し、中小企
業は「下降」超で推移する見通しとなっています。   
27年12月末時点の「従業員数判断」ＢＳＩを全産業でみると、大企業、中堅企業、中
小企業いずれも「不足気味」超となっています。 
先行きを全産業でみると、大企業、中堅企業、中小企業いずれも「不足気味」超で推
移する見通しとなっています。    
27年度は、0.2％の増収見込みとなっています（下期0.6％の減収見込み）。 
業種別にみると、製造業、非製造業ともに増収見込みとなっています。
27年度は、4.8％の増益見込みとなっています（下期3.4％の減益見込み）。 
業種別にみると、製造業、非製造業ともに増益見込みとなっています。
27年度は、7.5％の増加見込みとなっています（下期6.7％の増加見込み）。 
業種別にみると、製造業、非製造業ともに増加見込みとなっています。 

平成27年10―12月期調査

対象企業数
回答企業数
回　収　率

法人企業景気予測調査
（内閣府・財務省）

法人企業景気予測調査は、わが国の経済活動の主要部分を占める企業活動を把握することにより、経済の現状
および今後の見通しに関する基礎資料を得ることを目的として四半期ごとに調査しています。なお、資本金、
出資金または基金（以下、「資本金」といいます）１千万円以上の法人（ただし、電気・ガス・水道業および金融業、
保険業は資本金１億円以上）を対象としています。以下は、平成27年10-12月期調査結果の概要です。

（注）本調査において大企業とは資本金10億円以上の企業を、中堅企業とは資本金1億円以上10億円未満
の企業を、中小企業とは資本金1千万円以上1億円未満の企業をいいます。

景　　況

大
企
業
中
堅
企
業
中
小
企
業

全産業 
　製造業
　非製造業
全産業 
　製造業
　非製造業
全産業 
　製造業
　非製造業

28年4～6月
見通し

27年7～9月
前回調査

国内の景況判断BSI（「上昇」－「下降」社数構成比） ( 単位：％ポイント）

大
企
業
中
堅
企
業
中
小
企
業

全産業 
　製造業
　非製造業
全産業 
　製造業
　非製造業
全産業 
　製造業
　非製造業

27年10～12月
現状判断

28年4～6月
見通し

27年7～9月
前回調査

27年10～12月
現状判断

28年1～3月
見通し

28年1～3月
見通し

1.3
0.0
2.1
▲0.9
2.0
▲1.8
▲4.6
▲0.2
▲5.4

3.1
1.4
3.9
0.3
0.3
0.4
▲7.5
▲5.9
▲7.9

4.6
3.8
5.0
3.5
1.1
4.2
▲7.7
▲6.6
▲7.9

5.6
4.6
6.1
3.9
▲0.7
5.4
▲8.3
▲7.8
▲8.4

9.6
11.0
8.9
5.7
4.9
5.9

▲11.2
▲12.5
▲11.0

10.5
9.8
10.9
7.4
3.1
8.7
▲8.8
▲11.4
▲8.3

5.6
4.0
6.4
2.3
1.0
2.6
▲7.9
▲6.7
▲8.1

4.2
2.6
5.0
0.1
▲0.1
0.2

▲10.1
▲10.3
▲10.1

16,032社
13,001社
81.1％

設備投資

雇　　用

売 上  高

経常利益

る
も
の
の
、
本
新
株
予
約
権
の
発
行

が
役
職
員
等
の
財
産
形
成
の
促
進
を

目
的
に
し
て
お
り
、
個
人
の
資
金
を

拠
出
し
た
投
資
家
と
し
て
の
地
位
を

保
護
す
る
た
め
、
付
さ
な
い
こ
と
が

合
理
的
と
の
理
由
だ
と
考
え
ら
れ

る
。な

お
、「
新
株
予
約
権
者
の
相
続
人

に
よ
る
行
使
は
認
め
な
い
こ
と
」と

い
う
条
件
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
も

多
い
が
、
前
述
の
新
株
予
約
権
者
管

理
の
点
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
る
。

＊

全
体
の
議
論
を
と
お
し
て
、
専
門

委
員
か
ら
は「
権
利
確
定
条
件
は
そ

も
そ
も
、
希
薄
化
懸
念
を
払
拭
す
る

た
め
の
も
の
な
の
か
」等
の
疑
問
や
、

「
勤
務
条
件
に
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
効

果
は
な
い
の
か
」等
、
勤
務
条
件
の

意
味
合
い
に
関
す
る
質
問
な
ど
が
聞

か
れ
た
。

去
る
12
月
３
日
、
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
会

計
基
準
ア
ッ
プ
デ
ー
ト（
Ａ
Ｓ
Ｕ
）の
公

開
草
案「
公
正
価
値
測
定（
ト
ピ
ッ
ク

820
）
：
開
示
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
―
公
正

価
値
測
定
の
開
示
要
求
の
変
更
」を

公
表
し
た
。
本
公
開
草
案
は
開
示
フ

レ
ー
ム
ワ
ー
ク
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の一
環

で
あ
る
。
開
示
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
・
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
目
的
は
、
Ｇ
Ａ
Ａ
Ｐ
で

要
求
さ
れ
る
情
報
を
よ
り
明
確
に
財

務
諸
表
利
用
者
に
伝
達
す
る
こ
と
に

よ
り
、
財
務
諸
表
利
用
者
に
と
っ
て

最
も
重
要
で
あ
る「
財
務
諸
表
の
注

記
で
の
開
示
」の
有
効
性
を
改
善
す
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で

は
、
２
０
１
４
年
３
月
に
概
念
基
準
書

の
公
開
草
案「
財
務
報
告
の
た
め
の
概

念
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク（
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
概
念
基

準
書
第
８
号
）
―
第
８
章
：
財
務

諸
表
へ
の
注
記
」が
公
表
さ
れ
、
現
在

検
討
中
で
あ
る
。
ま
た
、
２
０
１
５

年
９
月
に
は
、
Ａ
Ｓ
Ｕ
の
公
開
草
案
と

し
て「
財
務
諸
表
の
注
記（
ト
ピ
ッ
ク

235
）
：
開
示
が
重
要
で
あ
る
か
ど
う

か
の
評
価
」を
公
表
し
た
。
次
の
段

階
と
し
て
、
個
々
の
ト
ピ
ッ
ク
で
の
開

示
に
つい
て
公
開
草
案
が
公
表
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
本
公
開
草
案

が
そ
の
第
１
弾
と
な
る
。

本
公
開
草
案
で
は
、
主
に
、
以
下

の
３
つ
の
改
訂
を
行
っ
て
い
る
が
、

私
企
業
に
は
一
部
の
開
示
に
つ
い
て

特
別
の
取
扱
い
が
さ
れ
て
い
る
。

⑴
　
開
示
要
求
の
削
除

・
公
正
価
値
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
お

け
る
レ
ベ
ル
１
と
レ
ベ
ル
２
の
間

の
振
替
の
金
額
と
理
由

・
レ
ベ
ル
間
の
振
替
の
時
期
の
た
め

の
方
針

・
レ
ベ
ル
３
に
分
類
さ
れ
る
経
常
的

な（recurring

）公
正
価
値
測
定
の

評
価
方
針
と
手
続

⑵
　
開
示
要
求
の
修
正

・
純
資
産
価
値
で
計
算
さ
れ
る
投
資

に
要
求
さ
れ
て
い
る
清
算
の
時
期

と
償
還
の
制
限
が
な
く
な
る
日
の

開
示
は
、「
投
資
先
が
時
期
を
投
資

元（
報
告
企
業
）に
知
ら
せ
た
ま
た

は
公
表
し
た
場
合
に
の
み
」要
求
さ

れ
る
と
し
た

・
レ
ベ
ル
３
に
分
類
さ
れ
る
経
常
的

な
公
正
価
値
測
定
の
不
確
実
性
を

開
示
す
る
に
あ
た
り
、「
将
来
の
変

動
に
関
す
る
感
応
度
に
関
す
る
情

報
」よ
り「
報
告
日
現
在
の
測
定
の

不
確
実
性
に
関
す
る
情
報
」を
伝
え

る
こ
と
を
明
確
に
し
た

⑶
　
開
示
の
追
加

・
レ
ベ
ル
１
、レ
ベ
ル
２
、レ
ベ
ル
３
に

分
類
さ
れ
る
報
告
期
間
末
に
保
有

す
る
経
常
的
な
公
正
価
値
測
定
に

つ
い
て
、そ
の
他
の
包
括
利
益
と
損

益
に
含
ま
れ
る
未
実
現
損
益
の（
レ

ベ
ル
区
分
別
の
）当
期
の
変
動

・
重
要
な
観
察
可
能
で
な
い
イ
ン

プ
ッ
ト（
レ
ベ
ル
３
）と
し
て
使
用

さ
れ
た
定
量
的
な
情
報
の
具
体
的

な
内
容（
幅
、加
重
平
均
、期
間
）

適
用
日
は
未
定
で
あ
る
。
追
加
の

開
示
に
つ
い
て
は
最
近
の
期
間
に
の

み
要
求
さ
れ
、
そ
の
他
の
改
訂
は
表

示
年
度
す
べ
て
に
遡
及
し
て
適
用
さ

れ
る
。
コ
メ
ン
ト
期
限
は
２
０
１
６

年
２
月
29
日
で
あ
る
。
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フラッシュ

金
　
　
融

米
利
上
げ
を
覆
う
２
つ
の
影

証
　
　
券

米
欧
ダ
イ
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
の
次
の

焦
点

この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考 掲載号

2015年
12月9日

公開草案「IFRS9号『金融商品』
とIFRS4号『保険契約』の適用
（IFRS4号の改訂案）」

IASB

IFRS9号と新しい保険契約基準の発効日が異なることによる一時
的な問題に対処するもの。コメント期限は、2016年２月８日まで。
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/
Insurance-Contracts/Exposure-Draft-December-2015/Pages/
default.aspx

―

2015年
12月10日

企業会計基準適用指針公開草案
第55号
「税効果会計に適用する税率に関
する適用指針（案）」の公表

ASBJ

繰延税金資産および繰延税金負債の計算に用いる税率について、
「税効果会計に係る会計基準」を適用する際の指針を定めるもの。
コメント期限は、2016年２月10日まで。
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/exposure_draft/
zeikouka2015_2/index.shtml

2016年
1月1日号
情報フラッシュ

12
月
15
・
16
日
に
開
催
さ
れ
る
米

連
邦
準
備
制
度
理
事
会（
Ｆ
Ｒ
Ｂ
）の

連
邦
公
開
市
場
委
員
会（
Ｆ
Ｏ
Ｍ
Ｃ
）

を
前
に
、
２
つ
の
要
因
で
市
場
環
境

が
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。

ま
ず
１
つ
目
の
要
因
は
欧
州
中
央

銀
行（
Ｅ
Ｃ
Ｂ
）の
金
融
政
策
だ
。
市

場
は
ド
ラ
ギ
総
裁
に
大
幅
な
緩
和
策

を
期
待
し
て
い
た
。
し
か
し
結
果

は
、
①
金
融
機
関
が
Ｅ
Ｃ
Ｂ
に
預
け

入
れ
る
預
金
金
利
を
マ
イ
ナ
ス
０
・

２
％
か
ら
マ
イ
ナ
ス
０
・
３
％
に
下

げ
る
、
②
資
産
買
入
れ
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
２
０
１
７
年
３
月
ま
で
６
カ
月
間

延
長
す
る
、
③
現
行
の
資
産
買
入
れ

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
対
象
を
国
債
の
み
な

ら
ず
地
方
債
に
ま
で
拡
大
す
る
、
と

い
う
も
の
だ
っ
た
。

金
利
の
下
げ
幅
は
緩
和
政
策
と
し

て
は
小
さ
い
。
さ
ら
に
、
買
入
れ
月

額
６
０
０
億
ユ
ー
ロ
は
増
額
し
な
い

た
め
に
、
実
質
的
に
は
国
債
の
買
入

れ
を
減
額
す
る
た
め
に
行
っ
た
よ
う

に
み
え
る
。
実
際
に
、
株
式
市
場
で

は
リ
ス
ク
・
オ
フ
の
動
き
か
ら
相
場

が
下
落
し
、
為
替
市
場
で
は
ユ
ー
ロ

が
対
ド
ル
・
対
円
で
大
き
く
買
い
戻

さ
れ
た
。

そ
し
て
２
つ
目
の
要
因
は
、
原
油

価
格
の
下
落
で
あ
る
。
12
月
４
日
の

石
油
輸
出
国
機
構（
Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
）の

総
会
で
減
産
見
送
り
が
決
定
さ
れ
、

元
々
あ
っ
た
市
場
の
供
給
過
剰
感
が

再
び
見
直
さ
れ
た
感
が
あ
る
。

一
方
で
、
こ
れ
ま
で
世
界
の
石
油

消
費
量
増
大
分
の
半
分
を
担
っ
て
き

た
中
国
経
済
の
停
滞
が
、
世
界
の
需

要
量
増
加
ペ
ー
ス
を
鈍
ら
せ
る
も
の

と
推
測
さ
れ
、
原
油
価
格
下
落
に
拍

車
を
か
け
て
い
る
。

こ
う
し
た
な
か
、
そ
れ
ま
で
Ｗ
Ｔ

Ｉ
先
物
価
格
で
40
ド
ル
を
サ
ポ
ー
ト

に
推
移
し
て
き
た
石
油
価
格
は
、
大

き
く
37
ド
ル
に
ま
で
急
落
し
た
。
37

ド
ル
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
シ
ェ
ー
ル

ガ
ス
採
掘
企
業
の
採
算
コ
ス
ト
割
れ

に
な
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。そ
し
て
、

そ
の
シ
ェ
ー
ル
関
連
企
業
が
資
金
調

達
手
段
と
し
て
き
た
ハ
イ
イ
ー
ル
ド

債
も
、Ｅ
Ｔ
Ｆ
で
み
て
も
10
月
以
降
、

価
格
下
落
傾
向
を
強
め
て
い
る
。

市
場
は
織
り
込
ん
で
き
た
と
は
い

え
、
米
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
利
上
げ
の
実
現
後

に
こ
の
動
き
を
強
め
る
可
能
性
は

残
っ
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
金
利
急

上
昇
の
リ
ス
ク
は
加
速
し
、
世
界
の

債
券
市
場
に
対
す
る
影
響
は
見
過
ご

せ
な
い
。
市
場
で
は
２
０
１
６
年
も

数
回
の
Ｆ
Ｒ
Ｂ
に
よ
る
利
上
げ
を
見

込
ん
で
い
る
が
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
は
こ
う
し

た
逆
風
の
な
か
で
の
政
策
決
定
を
迫

ら
れ
て
い
る
。

最
近
の
市
場
関
係
者
の
関
心
事
と

い
え
ば
、
米
欧
の
金
融
政
策
の「
ダ

イ
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
」で
あ
る
。
こ
れ

は「
金
融
政
策
の
方
向
性
の
違
い
」の

こ
と
で
、
米
国
が
利
上
げ（
金
融
引

締
め
）を
、
欧
州（
ユ
ー
ロ
圏
）が
利

下
げ（
金
融
緩
和
）を
志
向
し
て
い
る

こ
と
を
指
す
。

米
国
の
場
合
、
12
月
４
日
に
公
表

さ
れ
た
雇
用
統
計
の
数
値
が
堅
調
で

あ
っ
た
と
い
う
事
情
も
あ
り
、
12
月

16
日
の
金
融
政
策
発
表
で
の
利
上
げ

が
、
現
段
階
で
ほ
ぼ
確
実
視
さ
れ
て

い
る（
本
稿
執
筆
段
階
で
は
政
策
発

表
前
）。

し
か
し
、
ユ
ー
ロ
圏
で
は
逆
に
、

12
月
３
日
の
欧
州
中
央
銀
行（
Ｅ
Ｃ

Ｂ
）の
政
策
理
事
会
で「
金
融
緩
和
の

拡
大
」が
決
定
さ
れ
た
。内
容
は「
０
・

２
％
だ
っ
た
超
過
準
備
預
金
に
対
す

る
マ
イ
ナ
ス
金
利
幅
を
０
・
３
％
に

拡
大
す
る
」と
い
う
も
の
だ
っ
た
が
、

そ
れ
で
も
市
場
参
加
者
か
ら
は「
今

回
の
Ｅ
Ｃ
Ｂ
に
よ
る
金
融
緩
和
は
不

十
分
だ
っ
た
」と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、「
Ｅ
Ｃ
Ｂ
に
は
マ
イ
ナ
ス
金

利
幅
を
さ
ら
に
拡
大
す
る
余
地
が
あ

る
」と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

た
だ
、
金
融
政
策
を
め
ぐ
る
米
欧

の「
ダ
イ
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
相
場
」が
無

限
に
続
く
の
か
と
い
わ
れ
れ
ば
、
そ

う
で
も
な
い
。
特
に
気
が
か
り
な
の

が
、
最
近
の
原
油
価
格
の
急
落
で
あ

る
。
実
際
、
英
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・

タ
イ
ム
ズ
紙（
電
子
版
）に
よ
る
と
、

２
０
１
６
年
３
月
ま
で
に
米
国
が

０
・
２
５
％
以
上
の
追
加
利
上
げ
に

踏
み
切
る
と
の
予
想
は
50
％
を
割
り

込
ん
で
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
12
月
に
米
国
が
利

上
げ
を
実
施
し
た
場
合
、
い
っ
た
ん

は「
米
欧
ダ
イ
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス（
つ
ま

り
ユ
ー
ロ
／
ド
ル
）の
材
料
は
出
尽

く
し
」と
な
り
、
市
場
参
加
者
の
次

の
焦
点
は
、
も
う
１
つ
の
重
要
な
極

で
あ
る
円
の
動
向
に
移
っ
て
く
る
だ

ろ
う
。

昔
か
ら
、
日
本
の
株
価（
特
に
日

経
平
均
株
価
指
数
）は
ド
ル
円
相
場

と
強
い
相
関
が
あ
る
こ
と
で
知
ら
れ

て
い
る
。
日
本
銀
行
は
黒
田
東
彦
総

裁
の
就
任
以
来
、
過
去
２
回
に
及

ぶ「
サ
プ
ラ
イ
ズ
緩
和
」に
よ
り
円

安
・
株
高
を
演
出
す
る
こ
と
に
成
功

し
た
。
し
か
し
、
欧
州
で「
ダ
ラ
ダ

ラ
緩
和
」へ
の
警
戒
も
生
じ
る
一
方
、

米
国
の
追
加
利
上
げ
観
測
が
後
退
す

れ
ば
、短
期
的
に
は
対
ド
ル
・
対
ユ
ー

ロ
と
も
に
円
高
圧
力
が
か
か
り
や
す

い
。
し
た
が
っ
て
、
２
０
１
６
年
の

年
初
は
、「
円
安
バ
ブ
ル
」で
膨
張
し

た
株
価
の
調
整
に
は
警
戒
が
必
要
な

局
面
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。


